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平成２８年第３回定例会

歌 志 内 市 議 会 会 議 録

第３日目（平成２８年９月９日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（午前 ９時５３分 開議）

開 議 宣 告

○議長（川野敏夫君） おはようございま

す。

ただいま出席している議員は７名でありま

す。定足数を満たしておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

会議録署名議員の指名

○議長（川野敏夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議規則第８４条の規定により、会議録署

名議員に１番湯浅礼子さん、７番女鹿聡さん

を指名いたします。

諸 般 報 告

○議長（川野敏夫君） 日程第２ 諸般報告

であります。

事務局長に報告させます。

中嶋議会事務局長。

○議会事務局長（中嶋孝君） 報告いたしま

す。

本日付議されます議案は、湯浅議員外から

の意見書案９件であります。

また、本日の議事日程については、別紙配

付してあります議事日程表のとおりでありま

す。

次に、議員の出欠席の状況でありますが、

本日は全員の出席であります。

以上で、報告を終わります。

○議長（川野敏夫君） 特段の発言はござい

ますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） ないようですので、

諸般報告を終わります。

一 般 質 問

○議長（川野敏夫君） 日程第３ 昨日に引

き続き、一般質問を行います。

順次、発言を許します。

質問順序５、議席番号５番、谷秀紀さん。

一つ、地方公務員法及び地方独立行政法人

法の一部を改正する法律（平成２６年法律第

３４号）の内容と、退職者の再任用の構築と

運用の件について。

一つ、障害者の雇用対策について。

以上、２件について。

谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） 改めて、おはようござ

います。

まず、冒頭に先月の大雨により被害に遭わ

れました住民の皆さんにお見舞いを申し上げ

ますとともに、１日でも早い復旧の御祈念を

申し上げたいと思います。

それでは質問に入りたいと思います。

件名１、地方公務員法及び地方独立行政法

人法の一部を改正する法律（平成２６年法律

第３４号）の内容と、退職者の再任用の構築

と運用の件について。

平成２６年法律第３４号は、平成２６年５

月１４日に公布されておりますが、これは、

人事評価制度の導入等により能力及び実績に

基づく人事管理の徹底を図るとともに、再就
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職者による依頼等の規制の導入により退職管

理の適正を確保するための所要の措置を講ず

ることを、その内容とするものとされており

ます。また、施行には遺漏のないよう格別の

配慮をしなさいということになっておりま

す。そこで、次の質問をいたします。

①当市として、この法律の趣旨をどのよう

に捉えているか、所見を伺いたいと思いま

す。

②この法律の内容について具体的に示して

いただきたいと思います。

③特に、人事評価制度の部分については、

当市の考え方も含め明確な答弁を伺いたいと

思います。

④この法律の内容にかかわる件についての

条例等については、どのようになっているの

か、伺いたいと思います。

次に、退職職員の再任用制度は、平成１３

年度から始まりました公的年金の基礎年金相

当部分の支給開始年齢が６５歳へ段階的に引

き上げられ、さらに、平成２５年度以降は公

的年金の報酬比例部分の支給開始年齢も段階

的に６０歳から６５歳へと引き上げられるこ

とに対応するために同年度に６０歳定年後の

継続勤務のための任用制度として施行され、

現在は当市も含め他市町の職員がこの再任用

制度を利用されているところであります。

そこで、次の質問をいたします。

①市町村における再任用制度の構築・運用

に関する検討会の報告書について御承知かど

うか伺います。

②当市の再任用についての諸条件の内容に

ついて具体的に示してください。特に職位等

についても明確に示してください。

次に、件名２、障害者の雇用対策について

でございます。

障害者の雇用促進等に関する法律が平成１

７年に改正されましてから１１年有余になり

ましたが、就業機会の拡大を通じて障害者の

職業的自立を図ることがより強く求められて

おります。そこで、障害者の本市の就業等に

かかわることについてお伺いをいたします。

①当市の障害者の実数についてであります

が、本年の３月末現在で、精神障害者保健福

祉手帳を保持する方も平成１７年の改正で法

定雇用率に算定されることになっております

が、そのような方も含めて、本市には障害者

が何名おり、そのうち、就業している方、就

業を希望していながら職につけない方が何名

いるのか、そうした実態についてお伺いいた

します。

②障害者の雇用の促進等に関する法律で

は、国及び地方公共団体の義務として法定雇

用率が平成２５年４月から２.３％と定めら

れておりますが、当市はこの率に達している

かどうか、当市が障害者を何名採用している

かの問題でありますので、法定雇用率に達し

ているかどうかを伺います。

③市内の企業関係に対する指導の問題であ

りますが、障害者の法定雇用率は、地方公共

団体ばかりではなく、一般企業の事業主に対

しても雇用義務が課されております。市内の

企業では、この率に達しているところは少な

いのではないかと推察をいたしますが、実態

を把握しておられるかどうか、伺います。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） 理事者答弁、渡部総

務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 私のほうから、

件名１と件名２の②について御答弁させてい

ただきます。

件名１の①法律の趣旨の関係でございま

す。

この法律の趣旨の一つであります人事管理

の徹底につきましては、人事評価制度を市民

のための行政、福祉を高めるための人材の発

掘並びに努力する職員が報われるような制度

にしていかなければならないものととらえて

おります。

また、退職管理の適正の確保につきまして

は、法の趣旨に基づき厳正に対応していかな

ければならないと考えております。

②の法律の内容についてでございます。

この法律の改正内容につきましては、能力
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及び実績に基づく人事管理の徹底といたしま

して、能力本意の任用制度の確立については

採用、昇任等の任用の定義を明確化するとと

もに、職員の任用は職員の人事評価、その他

の能力の実証に基づき行うこと。人事評価制

度の導入については、職員がその職務を遂行

するに当たり、発揮した能力及び上げた業績

を把握した上で行われる人事評価制度を導入

し、これを任用、給与等の人事管理の基礎と

すること。分限事由の明確化については、分

限事由の一つとして人事評価、または勤務の

状況を示す事実に照らして、勤務実績がよく

ない場合と明確化すること。職務給の原則を

徹底するため地方公共団体は給与条例で等級

別基準職務表を定め、等級別に職名ごとの職

員数を公表すること。

また、退職管理の適正の確保といたしまし

て、元職員による働きかけの禁止について

は、営利企業等に再就職した元職員に対し、

離職前の職務に関して現職職員への働きかけ

を禁止すること、退職管理の適正を確保する

ための措置については、地方公共団体は国家

公務員法の退職管理に関する規定の趣旨及び

当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状

況を勘案し、退職管理の適正を確保するため

に必要と認められる措置を講ずること、再就

職情報の届け出については、条例により再就

職した元職員に再就職情報の届け出をさせる

ことができることについて、所要の措置が講

じられております。

併せて、地方独立行政法人における役職員

に対しても、地方公務員と同様の措置を講ず

る規定整備が行われたものでございます。

③の人事評価の部分の考え方ということで

ございますが、人事評価制度につきまして

は、評価をされる職員個々の職務内容に応じ

て適正に評価し、評価した結果が人事管理に

うまく活用されなければならないと考えてお

ります。このため評価を行うものは医療職や

消防職などの異なる職種、同じ職種であって

も窓口業務や外勤の多い業務など担当をして

いる業務内容が異なる職員を公平公正に評価

するとともに、透明性を確保した制度にしな

ければなりません。

また、担当業務の内容のほか評価される職

員の職制などに応じ、知識、経験を必要とす

る複雑性や精神的、肉体的な努力を必要とす

る困難度も求められていることから、これら

も考慮しなければなりません。

いずれにいたしましても、評価の結果は、

今後の職員の尊厳や給与などに重大な影響を

もたらすため人事評価の運用に当たりまして

は、公正性、客観性、納得性を確保するとと

もに、よりよい制度とするため職員や労働組

合などからの意見を聞き、改善を図りながら

運用してまいりたいと考えております。

④の法律の内容にかかわる件についての条

例等についての御質問でございます。

この法律にかかわる条例等につきまして

は、まず、職務給の原則を徹底するために規

則に規定しておりました等級別基準職務表を

条例に定めることとされたことから、第１回

定例会におきまして職員給与条例の一部改正

をいたしました。

また、人事評価制度の導入に当たりまし

て、職員の人事評価実施規程並びに人事評価

実施要領を定めております。このほか元職員

による離職前に在籍していた職場職員への働

きかけの規制において、地方公共団体の条

例、規則への委任事項等がありましたので、

新たに職員の退職管理に関する規則を制定し

ております。これに伴い公平委員会におきま

しては、元職員からの働きかけ規制違反を受

けた職員の手続等を規定する規則が制定され

ております。

なお、今後改正を要する例規につきまして

は適宜整備してまいります。

①の再任用制度関係についてでございま

す。

議員御質問の報告書と同じであるか定かで

はございませんが、埼玉県におきまして、平

成２５年に検討会が設置され平成２６年２月

に取りまとめられた、同様の名称である報告

書があることにつきましては認識しておりま
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すが、内容等につきましては承知してござい

ません。

同じく②の再任用の諸条件内容等について

でございます。

対象者につきましては、定年退職者や定年

退職日以前に退職した者のうち、２５年以上

勤務した者で、かつ退職の日から起算して５

年以内の者、ただし定年年齢に達した者に限

るなどとしてございます。

任期につきましては、４月１日から翌年３

月３１日までの１年間ごとの更新とし、年金

支給開始年齢に達する日以後の最初の３月３

１日までを任期の上限としております。

配置先につきましては、対象者に希望先を

伺った上でその職員の知識、経験及び適正並

びに総体的な人員配置等を総合的に勘案し決

定しております。

勤務形態につきましては、原則フルタイム

勤務、週３８時間４５分の勤務での任用とい

たしまして、特別な事情がある場合で、かつ

短時間勤務での配置先が確保できるような場

合については、短時間勤務も認めることとし

ております。

給料は職種を問わず一律２級としておりま

す。

手当につきましては、通勤手当、時間外勤

務手当、期末勤勉手当等は支給いたします

が、長期継続雇用を前提とした生計費の増加

額等に対処する目的で支給されます生活関連

手当の扶養手当、住居手当、寒冷地手当は支

給されないこととなっております。

なお、この給料月額や各種手当につきまし

ては、改正される場合がございます。

職種につきましては、先ほど給料におきま

して職種を問わず一律２級としておりますの

で、これにより代表的な職種といたしまして

は、行政職では主事、医療職では栄養士や保

健師、看護師となっております。

服務及び健康保険等についてでございます

が、フルタイム勤務者は基本的に定年退職前

と同様の取り扱いとなっております。ただ

し、退職手当は除外職員となるため雇用保険

に加入することになっております。

件名２の②障害者の関係でございます。

当市におきましては、平成２８年度におき

まして、法定雇用率に達しております。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） 私のほうから、

件名２、障害者の雇用対策についての①と③

について御答弁申し上げます。

まず、①の本市の障害者の方の数、そのう

ち就職されている方等の実態についてという

ことでございますが、本年３月３１日現在の

障害者手帳交付状況といたしましては、身体

障害者手帳３４６人、療育手帳１１７人、精

神障害者保健福祉手帳３７人の合計５００人

となっております。

市内の障害者の方の就業状況等についてハ

ローワークに確認したところ、求職登録者が

７９人、そのうち就業されている方は１８

人、就業希望者が１９人とのことですが、就

業を希望しても職に就けない方の数について

は把握していないということでございます。

次に、③の障害者の法定雇用率にかかる市

内企業の実態把握についてということでござ

いますが、市内の民間事業所における障害者

の法定雇用率達成の件についてハローワーク

に確認をしたところ、平成２５年度の法改正

によります従業員５０人以上の事業所におけ

る２％以上の法定雇用率が、義務づけられて

いる企業等はないとのことでございます。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） ただいま一連の答弁を

いただいたわけでございますが、順次再質問

に入りたいと思います。

まず、行政というところは市長の考え方と

公約もありますけれども、大事なことは職員

と特に幹部である管理職が市民に対する愛情

をどのぐらい持っているかという意識、そし

てまた、そのための政策を考えておられる

か、時の流れに沿った変化を読み取って住民

の福祉が底上げできるのが幹部力と私は考え
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ております。

これより、再質問に入りますけれども、理

解ができます明快な答弁をお願いしたいと思

います。

件名の１については、国の通知または空知

総合振興局から担当所管からの文書等の内容

に基づいて人事評価関係及び退職管理の関係

にも関係がありますので、最初の答弁どおり

だと私はそのように思っております。

それで、実はこのことに対しては平成２６

年に、この読み方というのは総行公第４２号

ですか、そうぎょうこうでよろしいのでしょ

うか、読み方として、総務大臣の通知として

地方公務員法及び地方独立行政法事務の一部

を改正する法律の公布について通知がされて

おります。

その上で、この中身は施行に遺漏のないよ

う格別の配慮を願いますということが示され

ておりますが、そのほかに総務省自治行政局

長から平成２６年８月１５日に、やはり同じ

ような運用についてこの通知が入っておりま

す。

それから次に、昨年の９月１１日には事務

連絡ということで空知総合振興局地域政策課

主幹の留意事項、これも出ていると思いま

す。これは各市町人事担当係長様でなってお

ります。これも各団体においては条例規則等

の整備が必要になりますので、次の事項に留

意の上準備をお願いしますということで、こ

こには人事評価制度に関すること、退職管理

関係に関するなどが一応通知されております

し、それから特に、職員の退職管理に関する

人事委員会規則というのが（例）でこれも平

成２６年の８月１５日に規則と例として通知

というか、こういうものがファイル一つもひ

な形というか、そういうものが示されており

ます。

それで私は、ここでまず、国または振興局

のこういう書類を見て、特に再質問について

は再任用の件に重点を置いて質問をしたいと

考えております。それで御理解を願いたいと

思います。

例えば、ことしの３月の定例の条例では、

先ほど総務課長が答弁したとおりのことであ

りますが、特に今回の再任用と人事管理の問

題については総務課長は、本当に親切に１０

０％以上の内容となるような答弁になってい

ることを、私は、まず評価したいと思います

が、特に再任用について、ことしの議案第１

２号の内容の中に一応再任用ということにつ

いては特段記述がなかったものですから、

ちょっと私も理解に苦慮していたのですが、

これは再任用者については職務の級は２級で

よかったのでしょうか、確認します。

議長（川野敏夫君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 全ての職におい

て２級ということで決めてございます。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） そうすると基準となる

職務、この条例の中に書いてあります１、

２、高度の知識または経験を必要とする業務

を行う職務と、２番目に消防関係の職務なの

ですが、これで間違いないですか。

○議長（川野敏夫君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） そのとおりでご

ざいます。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） それで、再任用の先ほ

どの答弁をいただいたとおり平成２６年２

月、これは市町村における再任用制度の構築

運用に向けた取り組みの報告書５８ページに

わたって記述したものでございます。それ

で、この中身は課題として再任用職員を管理

職として任用する必要はあるかとか、また管

理職としての再任用をする場合、再任用に伴

うデメリットを、どのように改正するかにつ

いて整理しておく必要があるという課題が報

告書の中にございます。

そして、再任用職員の配置ポストにおける

現状と課題ということで、現状については再

任用職員をどの部署のどのような職務へ配置

を行っているかについては、再任用制度を運

用している団体の９割以上が再任用職員を既

存のポストに任用していると。そしてまた、
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その職務内容は多種多様でありますと、それ

は各団体の判断で配置されていますよと。

ですが、要するに再任用者に対しては職員

の業務指導アドバイザーという業務などが挙

げられ、その高い知識と経験を生かした業務

に配置されておられますと、こういうような

報告になっております。

そして、このポストについても、国の助言

として再任用職員が担当する業務について

は、定年前と同様に幅広い職域で本格的な職

務を行うことが考えられるとしており、意欲

と能力のある人材を最大限活用できるよう努

めるとともに、職員が培ってきた多様な専門

的知識や経験を公務内で積極的に活用できる

環境を整備することを求めていると、このよ

うになっているのですね。このことについて

どのような見解を持っているか、再任用の件

についてお答えしていただきたいと思いま

す。

○議長（川野敏夫君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） この再任用制度とい

うのは平成１３年に制定されているものでご

ざいます。以降各自治体は財政の健全化で非

常に国のほうから職員の抑制を求められてお

りまして、相矛盾する指導と私は受けとめて

おりました。特に歌志内の場合は産炭地、私

どもだけではないのですが、財政の健全化に

ついては非常に厳しい御指導をいただく中

で、外局含めて組織の縮小を図ってきたとこ

ろでありますし、類似団体等と比較されまし

て、現状におきましても歌志内の職員数は多

いと、こういう指導を受けているところでご

ざいます。

しかしながら、現在はそうであっても歌志

内的に見まして、職員は私は不足していると

いう判断の中で新規の採用に踏み切ったとこ

ろでございますが、今御質問いただきました

けれども、確かに経験その他をもって退職さ

れていく職員が出ております。ただ、これは

管理職に限らず一般の職員も含めて同様でご

ざいます。特殊な資格等を要求されるそうい

う職制については別かもしれませんが、一般

職につきましては、私はその後ろに続く職員

は十分知識、能力を持っている職員が育って

いると、このように考えているところでござ

います。

今般６０歳で定年退職をして、その後の再

雇用というそういう制度でございますが、大

きな矛盾として感じているのは、この年金が

受給できるまでの間一定の年数を含めて最終

的には６５歳まで延びていくわけですが、こ

の５年間延びたとした場合、その後に控えて

いる十分管理職の能力を持っている職員の登

用が延びる、あるいは管理職に登用されない

まま定年を迎えてしまうということも十分起

こり得る制度ということでございまして、そ

の辺が人事管理、組織の管理の中で我々の悩

みとして、今残っているとろでございます。

とは言いながら、この生活の保障というそ

ういう目的もございます。本人の希望に沿っ

た中で、できる限り、今歌志内の組織の中で

受け入れることができる、そういうところは

どこなのかということが一つ。

それと、この再任用制度に申し込むという

か望むという場合は、当然のことながら職制

が外れるということがございますので、その

辺職員の覚悟を求めるということを丁寧に御

案内の文章の中にうたいながら協議をし、あ

るいは本人の希望がどういうところにあるの

かということを伺いながら、最終的に御提示

をしているという制度でございます。

今申し上げましたように、制度の内容はよ

くわかるのですが、歌志内的に縮小されてい

く、あるいは小さな組織の中でこれをどう受

けとめていくか、あるいは現職の職員をどう

処遇してくか、どう育てていくかというとこ

ろに私ども若干の矛盾を感じているところ

で、この運用につきましては心を痛めている

といいますか、あるいは非常な困難さを感じ

ていると、こういうことでございます。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） 市長の答弁の中にも

あったように、私もやはりこういう小さい自

治体の中で、やはりいろいろな俗に言う町と
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違って人口が少なくなっても生活保護関係の

事務をもちろん市という立場からやらなけれ

ばいけないとか、そういういろいろなことも

理解もしておりますし、また、行政が小さく

なればなるほど業務が多種多様にわたってふ

えていくという、その実態も理解はしている

つもりでございます。

そこで、まず、今後もこの再任用制度に

よって当地においてもやはり再任用される職

員が今後あろうかと思いますので、それで

私、実は一番感じているところは今回は再任

用された方の中に、先ほど答弁もあったよう

に２級ということと条例の中に職務の内容は

主事ということになっていますよね、条例で

は。ところが先ほど市長も答弁したのはわか

るのですが、やはり条例を離脱している部分

があるのではないのかなと。ということは、

主査職の業務を行っていた部分がないかどう

か、それについてお答え願います。主査職と

いうのは３級ですよね。

○議長（川野敏夫君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 主査職というのは職

制です。したがって主事もそうなのですけれ

ども、これはある意味係長職に匹敵する等級

となりますので、その辺御理解いただいてい

るかどうか。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） 市職員の給与条例の１

２９ページに行政職給料表と等級別基準職務

表というのがあります。この職務の級の中の

２級、先ほどの答弁の中では主事と、それで

３級には主査の職務というふうになっている

のですよ、基準となる職務ですね。これはそ

うすると３級の主査までは係長職だという今

の答弁ですが、困難な業務を処理する主任の

職務というふうになっているのですね。ただ

この主任というのはここで言う３級で主任と

いうのも係長職だというふうにとらえられる

基準なのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） 再任用に当たっ

て、まず本人と協議します。ということは当

然谷議員さんも御承知だと思いますけれど

も、その職務の内容についてということにつ

いては、当然格付けが２級ですので、その２

級の業務、またそして再任用の条件としては

豊富な経験ですので、それも別に主査職の仕

事というよりは、自分ができる範囲で業務を

遂行してもらえるようにしていただいてます

ので、格付けによって、例えば再任用をして

いるというわけではなくてあくまでも２級の

格付けで主事職であると。業務については、

主査職と同じように重い任務を最初から与え

るというわけではないですので、その辺は誤

解のないようにしていただきたいなと思いま

す。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） そうであれば、どうし

てこの行政職給料表等級別基準職務表に基準

となる職務というきちっと明解に分けてある

のですか、２級、３級。だから３級なら主査

の職務となっているのですね、主査の職務で

すよ、なっているのですよ、記述してあるの

ですよ、２級では主事と言っているけれど

も。それで、３級の２には困難な業務を処理

する主任の職務と、このように記述してある

のです。

ですから、それであれば２級、３級という

のは同じ職務の内容かというふうにとらえて

しまうのですね、２級、３級と区別していな

がら。そういうふうにとらえてしまうのです

よ。この辺についてはちょっと理解しがたい

なというところがあるのですよね。これは１

２９ページに明解にこのようになっているの

ですよ。これのことを理解できるように答弁

いただければと思いますが。

○議長（川野敏夫君） 岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） 結局職員の年齢と

いいますか、主事、主査ということで経験年

数によって昇格とかしていくのですけれど

も、その間２０年のあいだ採用されなかった

というのは大きなひずみになっています。特

に主事から主査ということで、２級の仕事３

級の仕事ときれいに分けられない状態が続い
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たということもありますので、谷議員さんが

見られるように、そういう確かに４０歳以

上、その間の３０歳台がいませんので確かに

いびつな関係でそういう職務の見方をされる

と思いますけれども、その辺については特に

そういう意識を持ったわけではなくて、今言

われているとおりだと思いますけれども、格

付けについては２級で格付けして再任用して

いただいているのが現実でございますので、

いびつの年齢構成でありますので、多分そう

いう見方をされているのかなということで御

理解いただきたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） 行政の中で、いびつの

と言われればどのように理解したらいいの

か、ちょっと理解に苦しむわけですけれど

も、いずれにしてもこの減少というのは、ま

ず一つには、当市の場合は相当新採用なかっ

たですよね、相当空白があった。これに伴っ

て、今日こういう現象が起きているというこ

とも一つの姿ではないかというふうに私は感

じているのですよ。

でもね、やはり一般職員はこのように記述

してあれば、やはり誤解を僕は生じると思う

のですね。だから、やはりもう少し親切丁寧

にそういうことであれば、やはりこの辺がま

だしっかりと周知されていないのではないか

というふうに感じ取るのですね、今の答弁で

は。これ周知しているのですか、職員全部

に。

○議長（川野敏夫君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 毎年度この再任用制

度、退職者含めて当該年度だけではなくて、

あらかじめ職員に対しては再任用制度という

ことで、御案内とともに職員に直接説明をし

ております。かなり細かく綴って説明をして

おりますし、この制度の内容、それからこれ

に応募する心構え含めて丁寧に説明しており

ます。

先ほど議員が説明されました給与表の関係

ですけれども、この給与表というのは、ここ

１０年来随分内容が変わっております。御承

知のとおり給与表というのは人事院の示した

内容に準じて私ども受けとめているわけです

が、職制含めて給与表は歌志内市が使ってい

るのは国家公務員給与表の一般行政職です

と、１級からうちの場合は７級まで使ってお

りました。それがどんどんどんどん毎年のよ

うに改正されまして、特に一つの等級の中に

二区分がつくられたり、随分制度が改正して

それぞれの職員の職制をそこに当てはめてい

くということにも、毎年のように苦労しなが

ら解釈を重ねて、あるいは御指導を受けなが

らそこにはめていっているというそういうこ

とがありますが、今、主任ですとか主査です

とか、それから職制はないのですが高度な職

務をこなしているとか、そういう説明の欄を

示されながら、そこに当てはめていっている

という、それが現在までの私どもの給料表の

実態でございます。

それで、この再任用制度というのはその給

与表の中に、さらに再任用職員の給与という

ことで別欄で示されております。それで、こ

の等級は私ども２級というそういうお示しを

しておりますが、先ほど言いましたように組

織に混乱を起こさない、そして年収としてそ

の職員に一定額を保障すると、こういう考え

方のもとにやっておりますが、この制度を制

定するに当たりまして、この周辺の自治体の

実行している内容も取り寄せながら私どもも

参考に制定したわけですけれども、私どもの

知り得ているところは１カ所を除いてこの格

付けはほとんど同じでございます。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） 今、市長が答弁ありま

したね、給与、勤務条件と、これは報告書の

３６ページにも記述してありますね、これは

再任用職員のフルタイム職務勤務職員の給料

月額ということで、これは報告書の中は職務

の級は１級から３級までという３段階、そし

て、この中には給料も月額きちっと明示して

あります。私もそれは承知でおりますし、近

隣の市町でも当然今言ったように、当市と大

体似たような配属はしているのも承知であり
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ますが、一つには、先ほどの答弁にもあった

ように、やはり何十年も行政を携わってき

て、それぞれの知識とはやっぱり新人の職員

から見れば相当豊富な知識などをとらえてお

りますので、ただ今回、某所管のところでは

勤務はしたけれどもすぐ退職していったとい

う例がありますね。これらの例を見て、私も

ちょっとその方とお話しした経緯もありま

す。

話していくうちに、私なりに本当はどこに

退職する意図があったのかと、本人はあくま

でも病気だということをおっしゃっていまし

たが、ただ感ずることは、やはり元の部下の

ところに今度元の上司が部下になって配属さ

れたと。これは一般的に私は特に労務管理の

ほうを重視しますので、その労務管理的に言

えば、ちょっと当然配属される前は本人とも

ちろんいろいろとお話しの上、理解の上、配

属されたとは思います。ところが、やっぱり

人間というのは弱者と強者の関係ありまし

て、弱者と強者というのは当然上司とこれか

ら平の中の関係ですね。それでまして、再任

用していただくには、やはり一つのお願いと

いうかそういう気持ちもあるわけであります

から、やはりそこは配属する側の採用する側

のやはり思いやりというものがあってしかる

べきでないかと。思いやりというのは、そう

いうさっき言ったように上司と部下の関係の

ところにまたというのは、誰が見てもやはり

本人は病気だと言っていても、空気から僕は

読み取ったのですが…。

○議長（川野敏夫君） 谷議員に申し上げま

すけれども、個人が特定できるような質問の

仕方は慎んでください。

○５番（谷秀紀君） はい、所管がそこしか

ないものですから、所管と申し上げましたけ

れども、だから、そういうようなことを考え

ていけば、今後においてもそのような思いや

りのないような発令というのは私は問題では

ないかと、このように考えておりますが、そ

の辺の考え方として見解を聞いておきたいと

思います。

○議長（川野敏夫君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） どういうお話を伺っ

て今の質問があるかわかりませんが、今年度

の再任用職員につきましては、本人から職場

の希望は受けております。

そういう中で人事担当の所管が、本当に汗

をかいて悩みながら、そこの希望する所管に

何とか対応できないかということで随分悩ん

で私どものほうに相談に来ております。希望

が通った職員もおります。

しかしながら、今、歌志内は何年間もかけ

て組織を縮小してきました。そういう中で職

員以外で対応が可能なそういう職場について

は、嘱託あるいは賃金という形で協力をして

いただいているということもございますが、

そういうところを今から職員に切りかえると

いうことが、果たしてこの歌志内の財政の健

全化計画を議会にも認めていただいて進めて

きたものを逆行するような形は、私はとれな

いと思います。

今後そういうところも含めて、再任用職員

をどう配置していくかということは、現在も

含めて庁内で議論しているところでございま

すが、大体想像つきますけれども、何度も相

談しておりますし、私も何度も相談を受けて

おります。そういう中で疾病をお持ちだとい

うことも含めて、最も自分で経験のある自分

で対応可能だということを確認をした上での

配置でございます。それが病状が進んでし

まったということで私も直接相談を受け、い

ろいろなことを私のほうからも申し上げまし

たが本人の意志が固かったと。

議員おっしゃるように、上下関係を逆転す

る場合これは必ず逆転します。なぜかと言う

と、管理職になっていく過程の中、あるいは

係長になっていく過程の中で、若いころから

人事異動で歌志内の場合はほとんど職場を回

るわけです。そのときに必ずいろいろな職員

が一緒に仕事をすることになります。そうい

う中で、能力、人格、そういうものを総合的

に判断した上で管理職が適当ということで昇

格されていくわけですが、係長の立場になっ
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たときも係で同僚としてもそうですけれど

も、管理職としてもたくさんの職員を指導し

ていくわけです。

そうしていろいろな所管を回る中で、一度

も自分と上下関係にない同僚としての仕事を

したこともないという職場というのは、現在

の歌志内市役所の中にはあり得ないと私は思

います。

したがって、先ほどお示ししました本人に

御案内をするそういう中で、本人は精神的な

ストレスも感じるでしょう。しかし、そうい

う中での再任用制度だということを本人によ

く説明をして、御理解をいただいた上で再任

用として再度雇用していくと、こういう制度

であるということをぜひ御理解いただきたい

と思います。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） 再任用の関係につきま

しては改めて採用されるわけですから、その

ときのいろいろな条件、もちろん条例にもあ

るし、先ほど級と職務との関係についても先

ほどの答弁があったとおりではありますけれ

ども、理解できないのは、この分けてあるの

に何でここの仕事をさせるのだと、このこと

がちょっと私は理解できなかったわけで、２

級のところ３級の仕事をさせたり、そういう

のがちょっと理解できなかったのですが、先

ほどの答弁がありましたけれども、そんなこ

とも思いがありましたので、これは質問して

おります。

その中で、実はこれは組合とやはりきちっ

とこの辺再任用の件については組合と協議を

しておられるのかどうか、その辺を確認して

おきたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 当然仕事の内容とし

て、人事管理、管理運営に関することという

のは組合の意思というものを確認をする必要

はないのですが、歌志内の場合は、丁寧に進

めるということも含めて組合のほうの意見等

を聞きながら進めているという実態はござい

ます。

また、先ほどの話の中にありました２級３

級の関係というのは、国家公務員の昇級モデ

ルというものがありまして、職制に登用する

場合はこれは当然その人の能力評価を含めて

人事評価をされて、昇格させるかさせないか

ということになるのですが、３級までは昇級

モデルとしてキャリアで上位等級に持ってい

くというものがあります。ですから、係長の

職に就く就かないではなくて、一定の年数を

経過することによってそこまでは昇級させる

ということが我々指導されている内容でござ

いますので、年数達しないで発令によって職

制に就くのとは別に、そういう昇級モデルが

あるということで御理解いただきたいと思い

ます。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） ただ、一つには近隣も

そうなのですが、再任用者についても職位関

係、これも２級だから先ほど言った主事職だ

よというのは規定はあるのだろうと思いま

す。この規定については例えば再任用者に関

する詳しいものは定めたもの、例えば要綱だ

とか、そういうものは当市では定めてあるの

でしょうか。

○議長（川野敏夫君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） ございます。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） では、その要綱の内容

をちょっと示していただきたいと思います

が。

○議長（川野敏夫君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 先ほどの御質問

の②の部分ですね、再任用の諸条件の内容に

ついて具体的に示してくださいという中身

の、私、御答弁いたしました内容がその要綱

の内容ということになってございます。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） 先ほど、２番目に答弁

した内容がそのものということで理解してお

いてよろしいのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） その要綱の内容
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を概要版にしたといいますか、一字一句では

ございませんけれども、中に書いていること

はこういうことを書いていますということ

で、御説明した部分でございます。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） その中には２級、３級

の係わりについても示してありますか。

○議長（川野敏夫君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 給料は職種を問

わず一律２級ということでお答えいたしまし

たが、そういうようなつくりになってござい

ます。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） 職務については。

○議長（川野敏夫君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 同じでございま

す。読み上げさせていただければ、行政職給

料表の場合は２級の主事ということで規定し

てございます。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） そうしたら２級は主事

で３級は主査ですよね。だから、その主事と

主査の職務の内容は恐らく違うと思うのです

よ、当然。だから私は２級の主事の仕事であ

りながら主査の業務をさせているのかという

ことを先ほど質問しました。その中で、大体

似たようなものだというふうな内容の答弁で

返ってきました。そうすると、この条例のう

たい方が私はちょっとそうなるとおかしくな

いかという疑念を持ってしまうのですね。

だからそこのところをやはり他の職員の方

もその辺を全部周知されているのかという先

ほど質問しました。だけど、それに対して具

体的な答弁はなかったように思いますが、も

う少し具体的に答弁をいただけたらと思いま

す。

○議長（川野敏夫君） 岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） ちょっと誤解され

ている面があるのかなとは思うのですけれど

も、たまたまその職場が３級の主査の職の席

であったと。そこに座ったから、その職をや

るのだよというような御質問をされていると

思いますけれども、たまたまその席がそうい

うふうな主査の席であるということで、その

業務を行いなさいということは一言も言って

ないと思うのですよね。

そういうことですので、多分外のセクショ

ンへ行っても、主査の席にそのまま再任用者

が座るからそういう見方をされたのかなとい

う、ちょっと誤解の面があると思いますの

で、そういうふうな形で再任用をしていると

いうわけではございません。あくまでもその

職場に配置された所管の管理職がその業務を

差配するわけですから、そういう負担をかけ

るということはその上司がどういうふうな仕

事の配分をするかによって決まってきますの

で、あくまでもその席に座ったから主査職の

仕事をするということで、私たちは再任用を

しているということではないので、その辺は

誤解のないようにしていただきたいなと思い

ます。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） 誤解しているつもりは

ありません。たまたまそのほかにもある所管

でもちょっと疑問を持っているところがある

ものですから、あえて私は言っているのです

よ。それはそう言えばわかると思うのです

ね。そういう空き家のところもそうだし、そ

ういうところがあるから私確認を取っている

のです。やはりそういうところを見ると、

ちょっとおかしくないかという疑問を持った

わけなのですよ。そういうことで質問をして

いるから、この意味はわかっていただけると

思うのです。これ以上言いません。

だから、先ほど言ったようにきちっと周知

するところは周知して、皆さんに。そして誤

解のないようにやはりやるべきではないか

と。場合によってはこれは条例違反でないか

という感もするのですよ、ある面ではね。そ

ういうやはりこれが誤解なのですよ。そこな

のですよ、私言っているのは。当然わかって

いただいてうなずいていると思いますけれど

も。

そういうことで私は言っているつもりです



─ 86 ─

ので、やはり再任用者についてはしっかりお

話しをしながらこうやって任用しているとお

話しでしたけれども、特に給料と職務とのか

かわりもあるのですが、これ歌志内独自で、

例えば主査とか主事だとかということでなく

て、経験豊かな方ですから、職位だけは例え

ば参与職にするとか、給料は２級で我慢して

もらうとか、いわゆるそういうやり方は私は

とれないのかなという考え方しているので

す。やはり経験豊かですし、せめて職位だけ

は若い職員よりはずっと経験してきているわ

けですから、ある面では職位だけでも参与と

か、そういう位置づけにするとか、それが思

いやりだと思うのですね。

やはりそういう考え方を今後任用するとし

たら、職位については今までと同じように行

くのか、やはり思いやりを持ってそういう職

位をつけるのか、このことについてお聞きし

ておきたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 歌志内だけでなく

て、この再任用制度をとっている自治体は皆

な同じ悩みではないかと思います。まず、最

初の指摘でございますけれども、一つのポジ

ションにいろいろな方が異動で動いていきま

す。３級の方も４級の方も動いていきます。

そのポストがその給与だからということで、

管理職ポストは別ですけれども、一般の職制

の中で動いていったときに、それでは今まで

２級の仕事をしていたところに異動で３級の

人が行ったから２級の給与にするのかと。そ

ういうものではないわけです。あるいは今の

状態であれば職員というのは昇級できないで

す。そういう中で同じ仕事をしていたとして

も、そういうキャリア、能力、それから人格

というものを認めながら、例えば１級から２

級、２級から３級という同じ仕事をしていた

としてもその力をつけることによって、我々

認めて昇級をさせていかなければ生活給とい

うものが保障できないということがあります

ので、その辺は御理解していただかなければ

職員を昇級させることはできないということ

になります。

それから、給料というものは職制、参事な

ら参事いろいろな制度があります。ところが

給料というのは職制についていく。したがっ

て、管理職の発令をした以上は２級の給与と

いうわけにはいかなくなるわけです。そうい

う問題があります。それと管理職ばかりが増

えた場合、それでなくても頭でっかちの歌志

内市、一般事務、窓口事務を行う職員が少な

くなってくるというそういう矛盾が現実に起

きております。

したがって、今、新しい仕事もどんどんど

んどん増えてますから、新採用の職員を確保

しながら、これは我々この再任用制度という

中でも現在の組織の矛盾というものを感じて

ますので、今現在も含めて内部的には組織の

見直しというものは行ってます。そういう意

味で非常に私ども職員の皆さんには申しわけ

ないと思っていますが、縮小してきたそうい

う経過の中でも取り入れている制度なもので

すから、矛盾と言いますか厳しい部分もある

のかなと思っておりますが、これはやはり３

年５年かけて少しずつ改善していかなければ

ならないというのが、今、人事給与を担当し

ている所管の管理の意見として私どもが提案

されているということでございます。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さんの質問を

打ち切ります。

ここで、１０分間暫時休憩いたします。

午前１０時５８分 休憩

────────────────

午前１１時０９分 再開

○議長（川野敏夫君） 休憩を解いて、会議

を再開いたします。

引き続き一般質問を行います。

質問順序６、議席番号６番本田加津子さ

ん。

一つ、安心して快適に暮らせるまちづくり

について。

一つ、防災対策について。

一つ、歌志内市幼保小中・地域合同大運動

会について。
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以上、３件について。

本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） 昨日の質問内容と

重なる部分がありますが、通告どおり質問さ

せていただきますのでよろしくお願いいたし

ます。

それでは、質問に入らせていただきます。

件名１、安心して快適に暮らせるまちづく

りについて。

少子高齢化社会、人口減少問題など、今の

日本の社会は多種多様な問題が山積みであ

り、歌志内市におきましても、厳しい現状は

いまだに続いております。

定住化対策として、住民サービスの向上や

住環境整備等に取り組まれておりますが、人

口流出には歯どめがかからない状況にありま

す。

そこでお伺いいたします。

①公営・改良住宅の共同玄関のコンクリー

トは、冬期間や雨天時は滑りやすくとても危

険です。実際に転倒したという事例もありま

す。

そこで、共同玄関や階段など滑りやすいコ

ンクリートの転倒防止対策についての、その

後の進捗状況についてお伺いいたします。

②市税や住宅料等を納付するために、市役

所の移動収納車を利用している方もいらっ

しゃいます。しかし、曜日や時間帯が合わず

に利用できないという声も聞きます。そこ

で、移動収納車の利用状況についてお伺いい

たします。

③市税や住宅使用料などをコンビニエンス

ストアで納付できるまちが増えてきていま

す。そこで、歌志内でも曜日や時間帯に左右

されずに納付することができるような取り組

みが必要ではないかと思いますが、いかがお

考えかお伺いいたします。

④歌志内市総合計画実施計画が示されまし

た。

防災体制の整備事業の自主防災組織体制整

備についての取組状況についてお伺いいたし

ます。

⑤防災意識啓発事業として、防災・減災意

識の高揚を図るため、各種避難訓練や図上訓

練等の出前講座を実施するとともに、市広報

誌を利用した情報提供を行うとありますが、

今年度の実施内容についてお伺いいたしま

す。

件名２、防災対策について。

８月２０日発生の大雨により、歌志内市内

でも甚大な被害がありました。

市内各所で避難勧告により避難所へ避難し

た市民も多くいらっしゃいました。そこでお

伺いいたします。

①歌志内市地域防災計画書の水防倉庫及び

水防資器材の備蓄の記載では、土のうの備蓄

がかなりあります。しかし、８月２０日の大

雨時には土のうがなかなか届かずとても不安

だったという声がありました。

そこで、土のうの備蓄状況についてお伺い

いたします。

②文珠第３地区に居住されている方が、文

珠第３町内会館に避難されましたが、歌志内

市防災マップを見ますと、土砂災害には適さ

ない表示がされています。

町内会館で一夜を過ごした方もいらっしゃ

いましたが、歌志内中学校へ避難したほうが

安全ではなかったかと思います。

そこで、歌志内中学校を避難所として開放

しなかったことについてお伺いいたします。

件名３、歌志内市幼保小中・地域合同大運

動会について。

開催６回目となり市民の関心も高まってき

ています。歌志内市の秋の風物詩として定着

してきました。

そこでお伺いいたします。

①過去５回開催して、さまざまな課題など

もあったのではないかと思いますが、今年度

実施するに当たって改善事項などがありまし

たらお聞かせください。

以上です。

○議長（川野敏夫君） 理事者答弁、柴田建

設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 私から、１番目
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安心して快適に暮らせるまちづくりの①番公

営改良住宅の共同玄関のコンクリートの表

面、これが冬期間や雨天時滑りやすいという

ことで、この対策に対しての進捗状況という

ことで御質問でございますが、お答えいたし

ます。

平成２７年第２回定例会の一般質問におい

て、同様の御質問がございまして、転倒予防

策として手すりの設置について前向きに検討

する旨の回答をさせていただいております。

冬期間の転倒防止策に対する御指摘でござ

いましたので本年度の降雪期までに、特に要

望の強い文珠方面の一部から順次取りつけを

行う考えでございます。

冬期間や雨天時などは特に高齢者や障害

者、子供などに転倒の恐れがあると思いま

す。共同玄関でございますので、入居者の

方々で床面の清掃や氷雪の取り除きを行った

り、滑りどめマットの設置などの御検討を願

えればと思います。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 小玉市民課長。

○市民課長（小玉和彦君） 私からは、件名

１の安心して快適に暮らせるまちづくりにつ

いての②と③について御答弁させていただき

ます。

②の移動収納車の関係でございます。移動

収納車の巡回日は年２４回、約３００人が利

用されております。

毎月の中日と末日に実施しており、曜日が

固定されておらず多様的に対応しておりま

す。市内の９カ所を午前９時から午前１１時

５０分での時間帯に設定し、また、市税等の

納期限納付にも資するよう利便性を考慮して

いるところでございます。

続きまして、③のコンビニエンスストアの

関係でございます。

公金収納方法の多様化からコンビニ収納は

各自治体において導入されており、特に全国

の都会では相当数が採用し時代の流れは否め

ません。

しかし、当市のような小規模自治体におい

ては、取扱件数のスケールメリットを生かせ

ず、結果契約単価の高騰が予想されます。

また、納付データ等の処理のためのシステ

ム投資やその維持管理費、更新等の追加費用

が必要となるなど、追加コストが発生しま

す。

納付者利便の向上効果を比較検討した場

合、費用対効果が問題となり当市では導入が

難しいものと判断しております。このため、

現状の移動収納車や曜日時間帯に左右されな

い口座振替による納付、さらには、病気、け

がなど特別な事情の場合の自宅での訪問納付

を行いながら、今後においてコンビニ納付の

検討を進めてまいります。

○議長（川野敏夫君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 私のほうから、

件名１の④⑤、件名２について御答弁申し上

げます。

件名の１の④でございます。

自主防災組織関係でございますが、現在、

市では防災訓練の実施を通じて住民の皆さん

に防災の必要性を伝えております。

特に、災害の被害を減らす重要なポイント

となる自助共助の大切さや平常時の備えな

ど、啓発しているところでございます。

自主防災組織は地域住民が自分たちの地域

は自分で守るという自覚、連帯感に基づき自

主的に結成する組織でありますので、今後組

織の結成に向けた情報提供や支援等を行って

まいりたいと考えております。

⑤でございます。防災訓練等の関係でござ

います。

毎年４月の町内会連合会との情報交換会に

おいて、防災訓練実施の提案をさせていただ

き、各町内会・自治会宛に実施の意向調査を

行い、希望を把握した上で実施しているとこ

ろでございます。

これによりまして、今年度は図上訓練を１

地区、防災講習会を２地区実施しており、そ

の他に消防との合同訓練を１地区で実施いた

しました。

今後においても、要望があれば随時実施し
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てまいります。

市広報誌による情報提供については、これ

まで局地的大雨から身を守るなどについて３

回掲載しており、今後も掲載していく予定で

ございます。

２の防災対策の①でございます。

土のうの関係でございますが、備蓄につき

ましては土のう袋を４,０００枚保管してお

ります。砂を入れて保管いたしますと、１年

程度で生地が破れ使用できなくなるため、土

のうとしての備蓄はしてございません。

②でございます。文珠第３町内会館の避難

所の関係でございます。

当日、市のほうへ文珠第３地区の住民の方

より沢からの水の流れが多く、文珠第３町内

会館へ避難したいとの連絡がございました。

当時の雨の状況から町内会館の周囲の状況確

認を依頼、また、徒歩での待避ができる状況

であるかを電話で確認をし、避難可能との連

絡をいただいたとろでございます。

豪雨の中での移動を考えますと近くの避難

所への避難が適切と判断し、町内会館の避難

所を開設いたしました。歌志内中学校はいつ

でも開けられる準備をしておりましたが、そ

の後、雨が落ちついたので町内会館を引き続

き避難所として継続したところでございま

す。

反省といたしましては、当時は、土砂災害

警戒情報や土砂災害の大雨警報が出ている状

況でございましたので、雨が弱まった時点で

歌志内中学校へ移動すべきであったものと考

えます。今後は、避難施設の開設方法につい

て適切に判断してまいりたいと思っておりま

す。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 虻川教育次長。

○教育次長（虻川善智君） 私のほうから３

番目歌志内市幼保小中・地域合同大運動会に

ついて御答弁申し上げます。

今年度の実施に当たりましては、昨年の反

省会で出された御意見をもとに、実行委員会

で協議され幾つかの改善を図っております。

大きな改善点としましては雨天時の対応

を、アリーナチロルではなく歌志内中学校体

育館としたことでございます。これは用具等

の運搬、会場の変更連絡、観覧スペースの問

題が懸念されたことから、この点を変更した

もので、収容人員と運動スペースを考慮し観

客席を設けずに、雨天時には園児、児童、生

徒のみの運動会としたところであります。

また、競技種目ではスピードを競う種目で

はなく、できるだけ競技に参加する機会を増

やし、交流と親睦を第一義と考え、運命的な

競技や団体種目を中心に取り入れました。

以上の点を中学校の校長を委員長とする実

行委員会で協議され、第６回目の歌志内市幼

保小中・地域大運動会を９月２２日に開催す

る予定としたところであります。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） ありがとうござい

ました。

ただいまの御答弁でほぼ理解いたしました

ので、何点か再質問をさせていただきます。

まず、①の転倒防止対策、こちらのほうで

手すりのほうで、このことについては多くの

議員からも手すりの必要性ということで何回

か過去にも質問があり、今年度希望する文珠

のほうから順につけていただけるという御答

弁でしたが、設置を考えているのはどの位置

というのは、もう決まっていらっしゃるので

しょうか。

○議長（川野敏夫君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） まず、全体的に

市営住宅を見まして、平成７年度以降に建っ

たものにつきましては完備されております

が、特に公営住宅はほとんど整備、手すりが

ついておりまして、改良住宅がついてないと

ころが多いということでございます。

文珠方面で設置の場所は玄関入りまして左

側の壁面で、大体高さが７５センチから８５

センチメートル程度の高さに設置を考えてお

りまして、板を打ってその上に銀色の手す

り、それをつけると安価でできるかなという
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ことで考えております。

また、床面につきましては、いろいろ調査

しましたけれども、コンクリート表面が剥離

といいますか摩擦でとれている部分は意外と

滑らないと。新しいというか、表面がとれて

いない部分が滑るのではないかということ

で、マットにつきましては先ほど言いました

が、マットをそれぞれ皆さん用意されている

方もいらっしゃいますし、その辺は皆さんで

用意していただければなということで、手す

りについてはそのように進めてまいりたいと

いうふうに考えております。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） わかりました。

文珠のほうから大体該当する改良住宅を中

心に手すりを取りつけていくということなの

ですが、歌志内上歌のほうまで改良住宅が全

ての地区にあるかどうか、その辺は今わから

ないのですけれども、これはことし雪が降る

までには全ての設置は終われるような予定な

のでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 文珠方面はしら

かばが２棟で文珠本通りが７棟、高台が２棟

ということで、この辺しらかばと本通りあた

りを全てやれればいいかなというふうに考え

ております。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） あと今の足元の滑

らないマットのことだったのですが、これ

やっぱり自分たちでマットとか滑りどめみた

いなものを敷いているところは何カ所かある

のですけれども、これから自分たちで用意し

て、買いに行ってつけるということになる

と、若い方が同じ棟の中にいらっしゃれば買

い物だとかを、すぐお願いできるのでしょう

けれども、高齢の方だけの棟であると、そう

いうものを買いそろえるという手間も大変か

なと思うのですよね。

それで、やっぱり滑りやすいそこと、全然

滑らないというか若干滑りますけれども、滑

りづらいところと何か違うのですよね。だか

ら、やっぱり滑りやすいと表面がぴかぴかし

ていて目で見てもわかるので、全てでなくて

そういうところからちょっとずつマットみた

いなものを用意して、滑らないような工夫と

いうこともしていただきたいなと思うのです

けれども、その辺はどのようにお考えです

か。

○議長（川野敏夫君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） それもいろいろ

検討をしました。マットは移動可能なので盗

難等にも遭われると、新品を設置したはいい

けれど、次の日ないとか、そういうことも建

設課内部でいろいろ検討しました。

最近建設時においては刷毛びき、コンク

リートを打って刷毛ですぐ掃くことによって

ざらざらになるということで進めております

ので、何かいい方法がないかなということは

今模索中でございまして、表面だけでもサン

ダーでやるとどうなのかとか、そういうこと

は考えておりまして、購入して設置というの

はやはり移動が可能なものは、先ほど冒頭申

し上げましたように盗難の可能性があります

ので、ちょっとそれは今後いろいろ調査研究

でないですけれども、そういうことで考えて

いきたいなというふうに思っております。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） わかりました。ぜ

ひ、高齢者や小さい子供たちはもちろんなの

ですけれども、私もそうなのですが、住んで

いる人はいつどこで足元が滑るかというわか

らない状況の中で冬を迎えなければいけない

ので、冬場が来る前にぜひ足元についての工

夫も、手すりだけではなくしていただければ

と思いますのでお願いいたします。

次、②の移動収納車こちらの状況を今お聞

きしたのですが、あと大体納付の仕方という

のは、口座振替だとか市役所の窓口、各金融

機関の窓口というところに出向いて納付され

ていると思うのですけれども、歌志内市での

口座振替利用者というのは何世帯ぐらいある

か、わかればお聞かせください。

○議長（川野敏夫君） 小玉市民課長。
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○市民課長（小玉和彦君） 納付の仕方とい

うことてですけれども、納付書による納付、

それから口座振替、大きく分けてありますけ

れども、大方が納付書での納付ということ

で、指定金融機関、北門さん、それからゆう

ちょ銀行等が歌志内にありますので、それぞ

れ文珠、神威、本町の市役所にありますけれ

ども、そういうところでの納付書納付が多い

という中で、口座振替についてもしていただ

いております。それで、今、例えば市民税で

あれば口座振替率については約１１％程度と

いうところでございます。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） あと今お聞きした

移動収納車を御利用の方の人数を先ほどお聞

きしたのですが、これ大体やっぱり決まった

方がということになってくるのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 小玉市民課長。

○市民課長（小玉和彦君） 年２４回、月に

２回行っておりますけれども、大体お年寄り

の方が多いということでの実態でございま

す。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） やはり車を持って

いない高齢者の方たちはバスに乗って銀行だ

とか郵便局まで行ってお金を納めて、帰りの

バスをまた３０分以上もかけて待って帰って

くるというすごい時間のロスというものもあ

るので、移動収納車を利用している方もい

らっしゃるのかなと思うのですが、やはり広

報を見ますと今月は何日と何日ですよという

ふうに書いてますが、たまたまその日が病院

の受診日だったとか、そういう突発的な重な

り合う日程とかもあると思うのですよね。

それで、先ほども口座振替のことがちょっ

とあったのですが、納付書の中に「便利な口

座振替を御利用ください」みたいな案内文書

が同封されているのですけれども、今までや

はり自分の手元からお金を払っていた方が、

口座振替で銀行のほうに行って手続をしてく

れといっても抵抗あるのかなというふうにも

感じるのです。

それで、もっと口座振替にしていただくと

銀行まで行くバスのバス賃もかからないので

すとか、そういったいいことを前向きにア

ピールしたほうが口座振替の率もふえるので

はないかと思うのですが、その辺については

いかがお考えでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 小玉市民課長。

○市民課長（小玉和彦君） 議員さんのおっ

しゃるとおりだと思います。やはり口座振替

は１回手続きしていただければ、それ以降は

あえて外出して払いにいくということもなく

なりまして、非常に使いやすい制度だという

ふうに思っております。それで、かねてから

口座振替のお願いもしておりますけれども、

今後も引き続き口座振替のお願いをしていき

たいというふうには思っております。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） あとやはりお金を

支払いに行くということを考えてコンビニエ

ンスストアで納付できるようにしていただく

と、若い方から高齢の方までとても便利なの

かなと。歌志内市には幸いコンビニエンスス

トアが３軒もあるので意外と利用する方がい

るのかなと。

昨今ですね、女の方も仕事をお持ちになっ

て、特に歌志内は市外へ通勤している方がた

くさんいらっしゃいます。そういう方が口座

振替を全ての方が利用していると期日におく

れることなく納付できるということになると

思うのですけれども、お昼休みとか仕事が終

わってから急いで金融機関や市役所に行って

もついつい時間に間に合わなくて、払えな

かったというようなことを経験した方もい

らっしゃると思うのですよね。

それで、やは今の時代コンビニエンススト

アで自動車税とかも払えるようになってきて

ますので、曜日ですとか休みの日でもコンビ

ニエンスストアの営業時間なら納めることが

できるというメリットもあります。ただ、い

ろいろなことを変えなければいけないので、

費用の面でも大変なことは承知しております

が、コンビニエンスストアでの納付というこ
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とも前向きにお考えいただきたいなと思うの

ですけれども、この辺についてはどのように

お考えでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 小玉市民課長。

○市民課長（小玉和彦君） 都会を例にすれ

ばたくさんのコンビニがあって、それを近く

で働いている人が帰り夜遅く寄って使うとか

というような、利便性が高いという部分が結

構あると思います。それで、歌志内的にも当

然夜払いたいという方がいるのであれば、当

然そういう利便性が上がるということが考え

られます。ただ、歌志内的にはちょっと老人

の方が多いので、どこまでの頻度があるのか

ということはちょっといろいろ考えていかな

ければならないかなというふうには思ってお

ります。

それで近隣でも、滝川、砂川、赤平市では

行っているようです。ちょっとまちのほう、

奈井江とか浦臼とかはまだ導入されていない

ということで、やはり当市と同じように費用

の部分がちょっと引っかかるのかなというふ

うなことも思っております。

それで、結構導入するとシステムだけで４

００万円以上かかるという部分もありまし

て、非常に費用対効果を考えると難しいなと

いう部分も正直思っているところがございま

す。

ただ、やはり今コンビニ納付というのは時

代の趨勢でもありますので、やはりここら辺

はもう導入できないということではなくて、

将来に向けてここら辺は引き続き検討してい

かなければならない問題だなというふうには

考えてはいます。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） そうだと思いま

す。

あと何年か前に将来推計人口ということが

話題になったことがあったのですけれども、

歌志内市と隣まちの上砂川町と比較して、２

０４０年の総人口で上砂川町が歌志内市より

２０名程度多かったというのがあって、これ

はどうしてなのだろうと思ったような記憶が

あるのです。やはり大きいところではやって

いるけれども小さいからできないではなく

て、隣まちでまだやっていないような一歩先

行くような住民サービス、こういったことを

考えていくことで定住化対策こちらのほうに

つながっていくのかなと思うのですよね。

水道ですとか、国民健康保険税ですとか

は、歌志内だけのものではないので大変なの

かなと思うのですけれども、市税ですとか住

宅使用料こういったものは歌志内市から納付

書が届きますので、こういったものからまず

先駆けてやっていただければ、とても便利に

なると思います。お金はかかるけれども、滞

納率も減る、市民もすごく楽になる。

それでお年寄りの方が夜間出るかなという

お話でしたが、お年寄りの方は日中すごいた

くさんコンビニにお買い物に来ます。ですか

ら、ちょっと郵便局に行く足を、買い物つい

でにそういったものが払えるような取り組み

ができれば、とても便利な生活ができるよう

になってくると思うので、もう一度コンビニ

納付のことについてお聞かせください。

○議長（川野敏夫君） 小玉市民課長。

○市民課長（小玉和彦君） 先ほども将来的

にコンビニ納付も考えていかなければならな

いというお話をさせていただきましたけれど

も、現実問題、現在納付書のほかに先ほども

口座振替の関係が出ましたけれども、口座振

替率がまだまだ十分にできるという状況の中

で、口座振替をどんどんどんどん普及させて

いくことによって市民の方々の利便性も上

がってくると思います。

そういう中で、あとそのほかに外出できな

い方、特別な事情のある方、こういう方はう

ちのほうで職員が直接相談を受けて、そうい

う方には自宅の方に行くというようなことも

しております。そういう中で口座振替とか、

こういうものものもやりながら、先ほどコン

ビニの説明させていただきましたけれども、

ちょっと金額が張るということがあるので、

そこら辺を十分見きわめながら考えていかな

ければならないということで、御理解願いた
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いと思います。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） わかりました。

やはり高齢の方はどういうわけか一度にま

とまった金額を銀行でお金をおろして、自分

のお財布から新聞代を払ったりですとか、そ

ういう方が炭鉱が給与が窓口でもらっていた

という流れがあるのでしょうか、どうも口座

振替というのにすごい抵抗を感じている方が

多いようなので、やはりそういう高齢者の方

にも口座振替したって別に多く取られるわけ

ではないのだよみたいな、そういった説明を

していっていただくことで口座振替率も伸び

てくるのかなと思いますので、どんどん口座

振替ですとか、そういったＰＲを行っていっ

ていただきたいと思います。

続きまして、土のうの備蓄についてなので

すけれども、先ほど御答弁いただきました

４,０００枚は袋のみの保管ということで伺

いました。

それで、８月２０日たくさん雨が降ったと

きに、歌神の山のほうに住んでいらっしゃる

方が道路が川のようになって、土のうをお願

いしたのだけれども来なかったと。２階にい

らっしゃったようなのですが、消防自動車が

見えるたびに土のうが届いたのかなと思った

けれども来なかったんだよねと。とてもおっ

かなかったみたいなことをおっしゃってまし

たので、やはりあのときは実際にすぐ運んで

積める土のうというのはどのぐらいの備蓄が

あったのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 西丸消防長。

○消防長（西丸強君） 当日は常に３００ほ

どは配布できるような形で用意はしてありま

す。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） わかりました。

あと８月２０日に各お宅の前に土のうを

使って、そのままお宅のところの家の脇にと

か、今まだ積まれているのですけれども、土

のうというのは１回使うともう再利用はでき

ないのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 西丸消防長。

○消防長（西丸強君） その使った場所によ

ると思います。きれいな水が流れていれば土

のうの中には砂が入ってますので、それが汚

れることはないので使えますが、袋自体は１

年ももたずに破れると思います。

汚いものにつきましては、中に結構匂いも

つきますので再利用も難しいかと思います。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） そのように一度

使っても多分使わないだろうというのは、順

次回収していくのか自分たちでするのか、そ

の辺はどうなっているのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 西丸消防長。

○消防長（西丸強君） 基本的には設置され

たのお宅で処理してもらうと。砂ですので、

普通に畑にまいても。それでなければ、ただ

高齢の方は言ってもらえれば、それは戸別ご

とに対応したいというふうに思っておりま

す。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） わかりました。

あと今、砂が入っている土のうではなくて

水を吸って大きくなるような土のうというの

もあると思うのですけれども、砂が入ってい

るのを例えば、今、土のうが備蓄されている

のは消防本部、神威分団とか、中学校、小学

校、あと市役所とかと伺ったのですが、避難

所になっているところにそういったタイプの

ものが備えつけてあると、その町内にいる高

齢の方とか、女の方でもそれを運んで水の流

れているところにポーンと置いて、バーと膨

らむというようなことにもなるのかなと思う

のですけれども、こういった給水タイプの備

蓄というのも考えていかなければならないの

かなと思うのですが、いかがお考えでしょう

か。

○議長（川野敏夫君） 西丸消防長。

○消防長（西丸強君） そういうものは確か

に備えていかなければならないと思います

が、消防は備蓄という形ではございません。

あくまでも消防のものは災害に使うもので備
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蓄とは別と考えてますので、その辺は市防災

担当のほうでお答えすると思います。

○議長（川野敏夫君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） まず、基本的に

その土のうの必要性ということでございます

が、やはりこの部分自分の家を守るという部

分になりますと、やはり自助共助という部分

になっていきますので、まずはいつも常時そ

ういうことが多いということであれば、やは

り自分の家を守るという視点からすれば、そ

ちらのほうで用意をしていただきたいという

ふうなこちらのほうの希望でございます。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） あと昨日の答弁の

中で、水用のポリ袋もありますと。そのほか

にペットボトルにもう既に水が入っていたも

のも幾らか備えていきたいというような御答

弁もありました。

各避難所にも、例えば水ですとか、本当に

悪くならないもの、今言った給水タイプの土

のうですとか、そういったものも備えつけて

おくと今回のように途中で歌志内の真ん中で

道が寸断されても、端から端で何とか対応で

きるような態勢が整うのかなと思うのです

が、その避難所に何かを土のうですとか水で

すとか、そういったものを置くようなお考え

についてはいかがでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） この辺もきのう

御答弁したように、備蓄品を置いておく場所

がやはり課題になってございます。それで、

今置いてます小学校、中学校というのは空き

教室をお借りしまして、そこに大量に置ける

という部分がございますので、そういったと

ころをお借りして、そういったところについ

ては中核的な避難所というふうになっており

ますので、例えば小学校、中学校で端々、市

役所ですと真ん中というような、分散型の備

蓄と申しましょうか、そういうことを現在の

ある施設の中で考えられるものでやってござ

います。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） わかりました。

次に、文珠第３地区の方が町内会館に避難

されたということで、やはり避難する方の安

全を第一に考えてとられたということは、よ

く理解できました。

ただ、山のほうからどんどん水が流れてき

て道路が川のようになって、とても怖かった

と。でも１人で家にいるよりは何人かで町内

会館にいたので、とても心強かったともおっ

しゃっていました。また、日中は市役所の方

がきちんとサポートしてくれたりですとか、

血圧測定などもしてもらって、食事の面でも

サポートしてもらって大変ありがたかったと

いうお話もおっしゃっていました。

ただ、やはりここにいて山が崩れたらどう

しようとかという一瞬やっぱり脳裏をよぎっ

たという声もあったので、不安の中でも少し

でも安心で過ごせるような環境づくりを、今

後このような災害は二度と来てほしくはない

のですが、もしまた仮にこのようなことが

あったときには、今回のことを踏まえて対応

していただきたいなと思います。

次、合同運動会こちらのほうなのですけれ

ども、昨年の第２回定例会でも、このことに

ついては質問をさせていただいたのですが、

トイレを使うときに外から体育館側のトイレ

に入るときに靴を脱ぐのですよね。それがと

ても入口で渋滞というか、出る人と入る人で

ごちゃごちゃになってすごい不便で、立った

まま靴を履くということもとても高齢の方に

は負担になる動作かなと思うので、今年度ト

イレについてはどのようなふうになったのか

お聞かせください。

○議長（川野敏夫君） 虻川教育次長。

○教育次長（虻川善智君） 議員がおっしゃ

るとおり入口のところで履きかえる、面倒で

靴が散乱しているというのは私も参加した中

で把握しております。運動会で使用するトイ

レについては中学校施設でありますので、土

足でそのまま入るというのは現在のところは

難しいので御理解いただきたいと思います

が、御指摘いただいた点の改善策としまして
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は、入口手前で靴を脱いだり履いたりできな

いかという部分も、また靴を履く際にいすな

ど置いたりとか、そういう方法で履けないか

ということも学校サイドと検討してみたいと

いうふうに考えております。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） ぜひそのように、

いすなど、何か腰かけるものがあるとスムー

ズに靴を履いたりできますので、それはお願

いします。

あと、ことし雨のときは中学校の体育館で

ということになったので、理由につきまして

は先ほどの御答弁の中でほぼ理解いたしまし

た。一般のスペースが狭いので一般の観客席

はつくらないということなのですが、やはり

自分の子供たちや孫たちが遊戯をしている姿

というのは見たいのかなと思うのですよね。

それで何とか工夫ができないのか、その辺は

どうなのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 虻川教育次長。

○教育次長（虻川善智君） 実行委員会の中

でもその辺については話されたのですが、や

はりスペース的に子供たちが入ることによっ

て、観覧席を設けることによってやはりス

ペース的には非常に狭くなるということであ

りますので、実行委員会の中では、今回のこ

のような判断として方向性を出したというこ

とでございます。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） あと雨が降らない

のが一番なのですけれども、もし仮に雨が

降ったときに、こちらのほうに園児、児童、

生徒、指導者以外の御入場は御遠慮ください

と。この指導者というのは学校の先生方だと

か、あと大人の方の競技も若干あるとは思う

のですが、そういった方は入っていけるとい

うことなのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 虻川教育次長。

○教育次長（虻川善智君） 基本的には雨天

時の種目というのは子供を中心とした種目で

ございますので、子供のみの運動会というこ

とになるかと考えております。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） やはり楽しみにし

ている市民の方もたくさんいらっしゃいま

す。それで何とか遊戯だけでもちょっとのぞ

けるような取り組みというのを、まだ２週間

ほどありますので、何とか実行委員会の方と

お話をして可能な限り遊戯だけでも見せてあ

げればなと思います。

あと、ことしで６回目ということで、市民

の方にもかなり浸透してきている行事には

なってきているのですが、中には全く参加し

ない方、町内会と余りかかわっていないかた

だとか、身体の関係で中学校まで行けないわ

という方もいらっしゃると思います。

例えば、競技をやっているところをＤＶＤ

に撮って市民に配るということもいいのかな

と。歌志内ではこんな運動会をやっているよ

ということで、広く市民に知っていただくい

い機会なのかなと思うのですが、ＤＶＤなど

をつくるようなお考えはどうでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 虻川教育次長。

○教育次長（虻川善智君） 今のところ、そ

ういう意見を初めてお聞きしましたので、あ

るないというのはちょっと難しい御回答にな

るのかと思いますので、御了解をいただきた

いと思います。

ただ、今後におきまして、そのような御意

見というのもどうなのかなというのは、一考

する部分もあるのかなと思いますので、今後

において機会がありましたら検討したいとい

うふうに思います。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） 広報に運動会の様

子とかが出ると、やっぱり写真を中心に皆さ

んごらんになると思うのですよ。年取ってき

たりとか私も老眼が進んできているので、活

字を見るのはおっくうになってきて、やっぱ

り写真から中心に見ていくので、そういった

動く映像が市民の方に知っていただいて、こ

んなことを歌志内ではやっているのだと。で

はこの次は見にいってみようかしらと。どん

どんどんどん人と人とのつながりの輪が広
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がっていくような、そんなまちになっていた

だきたいなと思いますので、ＤＶＤにとらわ

れず何かそういうものを考えていただきたい

なというふうに思います。

これで終わらせていただきます。ありがと

うございました。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さんの質

問を打ち切ります。

意見書案第１５号から意見書案第１８号まで

○議長（川野敏夫君） 日程第４ 意見書案

第１５号から日程第７ 意見書案第１８号ま

でを一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） －登壇－

意見書案第１５号チーム学校推進法の早期

制定を求める意見書（案）、意見書案第１６

号「同一労働同一賃金」の実現を求める意見

書（案）、意見書案第１７号返済不要の「給

付型奨学金」の創設及び無利子奨学金の拡充

を求める意見書（案）、意見書案第１８号有

害鳥獣対策の推進を求める意見書（案）。

以上４件の議案について、歌志内市議会会

議規則第１３条の規定により、別紙のとおり

提出いたします。

本意見書（案）につきましては、お手元に

配付しております内容により、関係機関に提

出するものです。内容の趣旨説明については

読み上げを省略いたしますが、地方自治法第

９９条の規定により意見書を提出いたします

ので、議決くださいますよう、よろしくお願

い申し上げます。

以上でございます。

──────────────────────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

チーム学校推進法の早期制定を求め

る意見書（案）

グローバル化や生産年齢人口の減少などの

社会や経済の急速な変化、学校現場が抱える

課題が複雑化・多様化する中、貧困問題への

対応や保護者等からの要望への対応など、学

校に求められる役割が拡大し、学校や教員だ

けでは解決できない課題が増大しています。

それに伴い、教員の勤務実態に関する国内外

の調査からも、我が国における教員の長時間

勤務の実態が明らかになっており、待ったな

しの改革が必要です。

教員が、総合的な指導を担う日本の学校の

特徴を生かしつつ、複雑化・困難化する課題

に対応できる「次世代の学校」を構築してい

く必要があることから、下記の項目について

強く要望します。

記

１.教職員体制の整備充実を図るとともに、

専門職員や専門スタッフ等が学校運営や教

育活動に参画していく「チーム学校」の実

現を図るため、チーム学校推進法を早期に

成立をさせること。

２.教員が担うべき業務に専念し、子どもと

向き合う時間を確保するため、学校や教員

が携わってきた従来の業務を不断に見直

し、教員の業務の適正化を促進すること。

３.部活動は、教員の負担軽減を図りつつ、

部活動の指導を充実するため、休養日の設

定を徹底した上で、地域のスポーツ指導者

や引退したトップアスリート、退職教員、

運動部や文化部所属の大学生等、地域の幅

広い協力を得て行えるよう、環境整備を進

めること。

４.教員の長時間労働という働き方を見直

し、心身ともに健康を維持できる職場づく

りを推進するため、国は定期的な実態調査

の実施やメンタルヘルス対策の推進を図る

こと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出いたします。

平成２８年９月９日

北海道歌志内市議会

提 出 先

内閣総理大臣、文部科学大臣、総務大臣

────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）



─ 97 ─

「同一労働同一賃金」の実現を求め

る意見書（案）

女性や若者などの多様で柔軟な働き方を尊

重しつつ一人一人の活躍の可能性を大きく広

げるためには、我が国の労働者の約４割を占

める非正規雇用労働者の待遇改善は待った無

しの課題です。現在この非正規雇用労働者の

賃金やキャリア形成などの処遇において、例

えば非正規雇用労働者（パートタイム労働

者）の時間当たりの賃金は正社員の６割程度

と、正規と非正規の間で大きな開きがあるの

が現状です。

今後急激に生産年齢人口が減少していく我

が国において、多様な労働力の確保とともに

個々の労働生産性の向上は喫緊の課題であ

り、賃金だけでなく正規非正規を問わず社員

のキャリアアップに資する教育訓練プログラ

ムの開発及び実施も含めた、雇用の形態にか

かわらない均等・均衡待遇の確保が益々重要

になっています。

今この時、非正規労働者の賃金の見直しや

キャリアアップ、さらに正社員転換を視野に

入れたワークライフバランスに資する多様な

正社員のモデルケースなどの普及も含め、

「同一労働同一賃金」の考えに基づく非正規

労働者の待遇改善のための総合的な施策を迅

速に実施出来るかどうかが、私たちの地域そ

して我が国の将来を左右すると言っても過言

ではありません。

よって、政府においては日本の雇用制度に

すでにビルトインされている独自の雇用慣行

や中小企業への適切な支援にも充分に留意

し、非正規労働者に対する公正な処遇を確保

し、その活躍の可能性を大きく広げる「同一

労働同一賃金」の一日も早い実現のために下

記の事項について躊躇なく取り組むことを求

めます。

記

１.不合理な待遇差を是正するためのガイド

ラインを早急に策定するとともに、不合理

な待遇差に関する司法判断の根拠規定を整

備すること。

２.非正規雇用労働者と正規労働者との不合

理な待遇差の是正並びに両者の待遇差に関

する事業者の説明の義務化などについて関

連法案の改正等を進めること。

３.とりわけ経営の厳しい環境にある中小企

業に対して、例えば非正規労働者の昇給制

度の導入等の賃金アップや処遇改善に取り

組みやすくするための様々な支援のあり方

についても充分に検討すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出いたします。

平成２８年９月９日

北海道歌志内市議会

提 出 先

内閣総理大臣、厚生労働大臣

────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

返済不要の「給付型奨学金」の創設

及び無利子奨学金の拡充を求める意

見書（案）

現行の国の奨学金制度は、独立行政法人・

日本学生支援機構を通じて学生に貸与し、そ

の返済金を次世代の奨学金の原資とする形で

運営されている。

この奨学金制度は、国立大学、私立大学と

も授業料が高止まりしていることなどが背景

となって、利用者は２０１６年度大学生らの

約４割にあたる１３２万人と増加傾向にある

一方、非正規雇用などによって卒業後の収入

が安定せず、奨学金の返済に悩む人が少なく

ない。

そのような中、政府は６月２日に閣議決定

した「ニッポン一億総活躍プラン」におい

て、返済不要の「給付型奨学金」の創設を検

討することを盛り込んだ。

現在、ＯＥＣＤに加盟する３４か国のう

ち、給付型奨学金制度がないのは日本とアイ

スランドだけである。

よって政府においては、納税者である国民

の理解も得つつ、学生が安心して勉学に励め

るよう、返済不要の「給付型奨学金」の創設

や無利子奨学金の拡充など具体的な経済支援
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策として、下記の事項について取り組むこと

を強く求める。

記

１.学ぶ意欲のある若者が経済的理由で進学

を断念することがないよう、奨学金や授業

料減免などの支援を拡充するとともに、貧

困の連鎖を断ち切るため、２０１７年度を

目途に給付型奨学金を創設すること。

２.希望するすべての学生等への無利子奨学

金の貸与をめざし、「有利子から無利子

へ」の流れを加速するとともに、無利子奨

学金の残存適格者を直ちに解消すること。

３.低所得世帯については、学力基準を撤廃

し無利子奨学金を受けられるようにするこ

と。

４.返還月額が所得に連動する新所得連動返

還型奨学金制度については、制度設計を着

実に進め、既卒者への適用も推進するこ

と。併せて、現下の低金利環境を踏まえ、

有利子奨学金の金利を引き下げること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出いたします。

平成２８年９月９日

北海道歌志内市議会

提 出 先

内閣総理大臣、文部科学大臣

────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

有害鳥獣対策の推進を求める意見書

（案）

有害鳥獣については、これまで対策を講じ

てきているが、地球温暖化による生息環境の

変化、高齢化による狩猟者数の減少などによ

り、有害鳥獣の数は増加し、農作物に対する

被害は２００億円程度で推移しています。有

害鳥獣による被害により国内農業従事者が事

業を継続する上において深刻な事態を招いて

います。また、熊などの大型動物によって人

が危害を加えられる事件なども頻発していま

す。

財産のみならず身体・生命を守るために

は、生態系に配慮しながら、有害鳥獣を一定

数駆除する必要があると考えられるものの、

捕獲後の処理にかかる負担や駆除が追い付か

ないなど、様々な課題により、有害鳥獣の個

体数削減に至っていない状況があります。

有害鳥獣対策の促進や負担軽減、処分後の

利活用並びに地域資源への転化など、有害鳥

獣対策の推進について、下記の項目について

強く要望します。

記

１.有害鳥獣被害を低減させるため、そして

住民の生命を守るためにも、被害対策の中

核となるコーディネーターを育成するとと

もに、必要な数の狩猟者（鳥獣被害対策実

施隊）を確保するため、鳥獣被害防止特措

法の改正など、さらなる措置を講ずるこ

と。

２.侵入防止（電気）柵施設における安全を

確保するため、さらなる指導を徹底するこ

と。

３.有害鳥獣の行動様式を的確に把握し、個

体数を管理するため、ＩＣＴの積極的な活

用を推進すること。

４.国内各地域に広域で利用できる有害鳥獣

向け食肉処理施設を整備すること。

５.ジビエとして積極的に活用し、「六次産

業化」を推進すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出いたします。

平成２８年９月９日

北海道歌志内市議会

提 出 先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

農林水産大臣、環境大臣、経済産業大臣

──────────────────────

○議長（川野敏夫君） 意見書案第１５号

チーム学校推進法の早期制定を求める意見書

案について質疑に入ります。質疑ありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質

疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませ
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んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討

論を終わります。

これより、意見書案第１５号について、起

立により採決をいたします。

ただいまの意見書案に賛成する議員の起立

を求めます。

（賛成者起立）

○議長（川野敏夫君） 起立多数でありま

す。

したがって、意見書案第１５号は、原案の

とおり可決されました。

意見書案第１６号「同一労働同一賃金」の

実現を求める意見書案については、質疑及び

討論を省略し、直ちに採決したいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採

決することに決しました。

これより、意見書案第１６号について採決

をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、意見書案第１６号は、原案の

とおり可決されました。

意見書案第１７号返済不要の給付型奨学金

の創設及び無利子奨学金の拡充を求める意見

書案については、質疑及び討論を省略し、直

ちに採決したいと思いますが、これに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採

決することに決しました。

これより、意見書案第１７号について採決

をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、意見書案第１７号は、原案の

とおり可決されました。

意見書案第１８号有害鳥獣対策の推進を求

める意見書案については、質疑及び討論を省

略し、直ちに採決したいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採

決することに決しました。

これより、意見書案第１８号について採決

をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、意見書案第１８号は、原案の

とおり可決されました。

意見書案第１９号

○議長（川野敏夫君） 日程第８ 意見書案

第１９号ＪＲ北海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨物に

係る税制特例の恒久化等を求める意見書案を

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） －登壇－

意見書案第１９号ＪＲ北海道・ＪＲ四国・

ＪＲ貨物に係る税制特例の恒久化等を求める

意見書（案）

上記議案を歌志内市議会会議規則第１３条

の規定により別紙のとおり提出いたします。

本意見書（案）につきましては、お手元に
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配付しております内容により関係機関に提出

するものです。

内容の趣旨説明については読み上げを省略

いたしますが、地方自治法第９９条の規定に

より意見書を提出いたしますので、議決くだ

さいますよう、よろしくお願い申し上げま

す。

以上です。

──────────────────────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

ＪＲ北海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨物に

係る税制特例の恒久化等を求める意

見書（案）

１９８７年４月１日に国鉄が分割・民営化

され、ＪＲ７社が誕生した。国鉄改革は、Ｊ

Ｒ各社がそれぞれ自立経営を確保し、地域を

支える鉄道を再生・発展させることを目的と

して実施された。そして、新幹線や都市圏の

路線を有するＪＲ東日本・ＪＲ東海・ＪＲ西

日本の本州三社は、その後堅調な経営を確保

し、株式上場・完全民営化を果たした。ま

た、２０１５年の第１８９通常国会では「旅

客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に

関する法律（ＪＲ会社法）」の改正法が成立

し、２０１６年度中にＪＲ九州の株式上場・

完全民営化を果たすことが決定された。

一方で、地域のローカル線を多く抱えた大

きな収益の柱がないＪＲ北海道・ＪＲ四国

と、全国一元経営で国鉄時代の老朽資産を多

く保有するなど構造的問題を抱えるＪＲ貨物

については、経営基盤が極めて脆弱である。

当該三社は、積極的な営業施策や徹底した経

営効率化など「経営自立計画」の達成にむけ

た努力を、労使をあげて積み重ねてきたが、

来年４月にＪＲ発足３０年の節目を迎える今

日もなお、経営自立を確保する目処が明確に

は立っていない。

ＪＲ三島会社は、発足当初より営業赤字を

前提とされ、経営安定基金の運用益や税制特

例等の支援策により赤字補填を行う形で設立

された。とりわけＪＲ北海道・ＪＲ四国は、

少子高齢化や地方の過疎化が急速に進む中、

低金利の長期化等の影響により基金の運用益

が大きく減少しながらも、各社の努力で何と

か経営を維持してきたのが実態である。また

ＪＲ貨物も、環境面での追い風はあるもの

の、鉄道貨物の特性を発揮できる条件が十分

に整備されていない中、非常に厳しい経営状

況が続いている。なお２０１１年からは、鉄

道建設・運輸施設整備支援機構の特例業務勘

定における利益余剰金を活用したＪＲ三島・

貨物会社への支援が実施され、更には２０１

６年度よりＪＲ北海道・ＪＲ四国に対して安

全対策面での財政的支援が追加で行われてい

るが、厳しい経営状況であることに相違は無

い。

こうした中、２０１７年３月末には、ＪＲ

北海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨物に対する経営支

援策の重要な柱である固定資産税等の減免措

置の特例が適用期限切れを迎える。東日本大

震災等の教訓や地方創生・観光立国・地球環

境問題への対応といった観点から、地域の鉄

道が果たす役割や鉄道貨物輸送の重要性が再

認識される中で、当該三社の社会的な役割

と、未だ完遂されていない国鉄改革の課題に

鑑みれば、何よりもまず税制特例措置の適用

延長は必須である。また、ＪＲ発足３０年を

機に、これら支援措置の恒久化を図ったうえ

で、当該各社の経営自立にむけた安定的な運

営と地域交通や鉄道貨物ネットワークの維

持・発展にむけた道筋を明らかにすることが

必要であると考える。

以上の認識に基づき、２０１７年度の税制

改正において、下記の事項が実施されるよう

強く要望する。

記

１.ＪＲ北海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨物に対す

る固定資産税、都市計画税等を減免する特

例措置（いわゆる「承継特例」「三島特

例」等）の継続及び恒久化を図ること。

２.ＪＲ北海道をはじめ、旅客鉄道事業各社

が低炭素型車両の着実な導入を促進するた

めの固定資産税に係る特例措置（いわゆる

「新車特例」）を継続すること。
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３.自然災害の多頻度化・大規模化を踏ま

え、これによって発生する鉄道施設・設備

の被害からの復旧に向けた支援スキームの

拡充を図ること。

４.老朽化が進む鉄道在来線構造物の大規模

改修にむけた支援スキームの拡充を図るこ

と。

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出いたします。

平成２８年９月９日

北海道歌志内市議会

提 出 先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

財務大臣、国土交通大臣、総務大臣

──────────────────────

○議長（川野敏夫君） 本件については、質

疑及び討論を省略し、直ちに採決したいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採

決することに決しました。

これより、意見書案第１９号について採決

をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、意見書案第１９号は、原案の

とおり可決されました。

意見書案第２０号から意見書案第２１号まで

○議長（川野敏夫君） 日程第９ 意見書案

第２０号から日程第１０ 意見書案第２１号

までを一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） －登壇－

意見書案第２０号後期高齢者医療制度にお

ける保険料軽減特例の維持・継続を求める意

見書（案）、意見書案第２１号沖縄での米軍

属による女性遺体遺棄事件に抗議するととも

に日米地位協定の見直しを求める要望意見書

（案）。

以上２件の議案について、歌志内市議会会

議規則第１３条の規定により、別紙のとおり

提出いたします。

本意見書（案）につきましては、お手元に

配付しております内容により、関係機関に提

出するものです。内容の趣旨説明については

読み上げを省略いたしますが、地方自治法第

９９条の規定により意見書を提出いたします

ので、議決くださいますよう、よろしくお願

い申し上げます。

以上です。

──────────────────────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

後期高齢者医療制度における保険料

軽減特例の維持・継続を求める意見

書（案）

２００８年度から実施された後期高齢者医

療制度は、９年目を迎えました。この制度に

おける保険料の軽減としては、政令本則で、

均等割の２割、５割、７割軽減となっていま

すが、国の特例措置として、低所得者に対す

る所得割の実施や、均等割の軽減を８.５

割、９割に拡大してきました。加えて、後期

高齢者になるまで被用者保険などの被扶養者

だった人も９割軽減としてきました。２０１

５年度の国の予算ベースでは、所得割の５割

軽減で１５３万人、均等割の９割軽減で３１

７万人（年金８０万円以下）、８.５割軽減

で２７４万人（年金８０万円超から１６８万

円以下）、被扶養者だった人の９割軽減で１

７１万人が、国の特例措置の対象となってい

ます。

北海道では、２０１５年度で均等割９割軽

減１９万人１千人（全被保険者に占める割合

２５.７％）、８.５割軽減１３万６千人（同

１８.３％）、被扶養者軽減５万９千人（同

７.９％）で合計３８万７千人が対象となっ
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ており、全被保険者に占める均等割軽減は５

１.９％に上っています。また、所得割軽減

の対象は７万３千人で９.８％を占めるに

至っています。

こうした状況の中、国においては、１４年

６月２４日の「経済財政運営と改革の基本方

針（いわゆる骨太の方針）」により、後期高

齢者医療の保険料軽減特例措置について段階

的に見直しを進めることを決定し、１５年１

月１３日の社会保障制度改革推進本部決定に

より、１７年度から原則的に政令本則の２

割、５割、７割に戻す予定です。

この軽減特例が廃止されれば、加入者の半

数を超える約６０％の均等割・所得割軽減対

象者に２倍、３倍、５倍などの保険料の引き

上げによる甚大な影響が及びます。

そうなれば、北海道の加入者７５万７千人

のうち４６万人の生活を直撃し、高齢者の最

大の収入源である年金の引き下げや生活必需

品の値上がりなどによる生活環境のさらなる

悪化が懸念されます。

このような中、去る１６年７月８日に北海

道議会が「後期高齢者医療制度の保険料軽減

特例措置の継続等を求める意見書」を全会一

致で採択したところであります。

よって、国におかれては、後期高齢者医療

制度における保険料軽減特例の維持・継続を

はかるよう強く求めるものであります。

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出いたします。

平成２８年９月９日

北海道歌志内市議会

提 出 先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、内閣官

房長官、社会保障・税一体改革担当大臣

────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

沖縄での米軍属による女性遺体遺棄

事件に抗議するとともに日米地位協

定の見直しを求める要望意見書

（案）

沖縄での元米兵による女性遺体遺棄事件

で、国民、県民に大きな衝撃と不安を与え、

深い悲しみと怒りの声が広がっており、米軍

属による女性遺体遺棄事件に強く抗議するも

のです。

１９９５年の少女暴行事件により、米軍内

の綱紀粛正の強化や再発防止に向けた対策が

強く求められてきましたが、米軍属による犯

罪や事件が続いています。

今回の遺体遺棄事件は犯人逮捕に至ったも

のの、関係する証拠等が明らかにされず、事

件解明の障害になっていることが報道され、

日米地位協定の改定を求める世論が高まって

いるのが現状です。

よって、女性遺体遺棄事件に抗議するとと

もに、国においては、米軍属が起こす事件等

においても対等に扱われるよう、米国に対し

日米地位協定の見直しを求めることを強く要

望いたします。

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出いたします。

平成２８年９月９日

北海道歌志内市議会

提 出 先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

外務大臣、沖縄及び北方対策担当大臣

──────────────────────

○議長（川野敏夫君） 意見書案第２０号後

期高齢者医療制度における保険料軽減特例の

維持・継続を求める意見書（案）について

は、質疑及び討論を省略し、直ちに採決した

いと思いますが、これに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採

決することに決しました。

これより、意見書案第２０号について採決

をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、意見書案第２０号は、原案の

とおり可決されました。

意見書案第２１号沖縄での米軍属による女

性遺体遺棄事件に抗議するとともに日米地位

協定の見直しを求める要望意見書（案）につ

いては、質疑及び討論を省略し、直ちに採決

したいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採

決することに決しました。

これより、意見書案第２１号について採決

をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、意見書案第２１号は、原案の

とおり可決されました。

意見書案第２２号から意見書案第２３号まで

○議長（川野敏夫君） 日程第１１ 意見書

案第２２号から日程第１２ 意見書案第２３

号までを一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） －登壇－

意見書案第２２号林業・木材産業の成長産

業化に向けた施策の充実・強化を求める意見

書（案）、意見書案第２３号特別支援学校の

「設置基準」策定を求める意見書（案）。

以上２件の議案について、歌志内市議会会

議規則第１３条の規定により、別紙のとおり

提出いたします。

本意見書（案）につきましては、お手元に

配付しております内容により、関係機関に提

出するものです。内容の趣旨説明については

読み上げを省略いたしますが、地方自治法第

９９条の規定により意見書を提出いたします

ので、議決くださいますよう、よろしくお願

い申し上げます。

以上です。

──────────────────────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

林業・木材産業の成長産業化に向け

た施策の充実・強化を求める意見書

（案）

本道の森林は全国の森林面積の約４分の１

を占め、国土保全、地球温暖化防止、林産物

の供給等の多面的機能の発揮が期待されてお

り、これらの機能を十分に発揮させるために

は、「植えて育てて、伐って使って、また植

える」といった森林資源の循環利用を進める

必要がある。

また、森林の整備を進め、木材を積極的に

利用して林業・木材産業の成長産業化を図る

ことは、山村地域を中心とする雇用・所得の

拡大による地方創生にも大きく貢献するもの

である。

このような中、道では、森林の公益的機能

の維持増進や森林資源の循環利用の実現に向

け、森林整備事業及び治山事業や次世代林業

基盤づくり交付金等を活用し、植林・間伐や

路網の整備、山地災害の防止、木造公共施設

の整備など、さまざまな取り組みを進めてき

たところである。

今後、人工林資源が本格的な利用期を迎え

る中、こうした取り組みをさらに加速し、地

域の特性に応じた森林の整備・保全を着実に

進めるとともに、森林資源の循環利用による

林業・木材産業の成長産業化を実現するため

の施策の充実・強化を図ることが必要であ

る。

よって、国においては、次の措置を講ずる

よう強く要望する。

記

１.「森林環境税（仮称）」等を早期に創設
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し、森林の整備や木質バイオマスの有効利

用など、森林吸収源対策を推進すること。

２.森林の多面的機能を持続的に発揮し、林

業・木材産業の振興と山村における雇用の

安定化を図るため、森林整備事業及び治山

事業の財源を十分かつ安定的に確保するこ

と。

３.森林資源の循環利用を通じて林業・木材

産業の成長産業化を実現するため、地域の

実情を十分に踏まえ、森林整備から木材の

加工・流通、利用までの一体的な取り組み

に対する支援措置を充実・強化すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出いたします。

平成２８年９月９日

北海道歌志内市議会

提 出 先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、農林水

産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境

大臣、復興大臣

────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

特別支援学校の「設置基準」策定を

求める意見書（案）

全国的に特別支援学校の児童・生徒数の増

加がすすみ、在籍者数はこの１０年間で３万

６０００人増えています（２０１５年文科省

調査）。この背景には、特別支援学級や特別

支援学校における教育への国民的な理解がす

すみ、「一人ひとりに見合った丁寧な教育を

してほしい」という保護者等の願いが拡がっ

ていることがあります。一方学校建設はほと

んどすすまず、１５０人規模の学校に４００

人以上の児童・生徒が押し込まれるなど、子

どもたちの学ぶ権利を奪うばかりか、いのち

と健康をも脅かしています。

普通教室確保のために、一つの教室を薄い

カーテン１枚で仕切って使うことなどが常態

化し、隣のクラスの先生や子どもの声も筒抜

けになり、落ち着いた授業にはなりません。

図書室や作業室、個別指導の部屋などの指導

上必要な特別教室が普通教室に転用され、医

療的ケアが必要な子どもと動き回る子どもが

同じ空間で過ごさざるをえない状況も生まれ

ています。トイレの数さえ足りなくなり、待

ち切れなくて失敗する子もあり、子どもの自

尊心を傷つけています。

全国で不足している教室が、普通教室だけ

で３６２２教室（２０１５年）にのぼること

が文科省調査で明らかになっています。

こういった事態の根幹にあるのが、幼稚園

から小中学校、高校、大学、専門学校まです

べてにある「設置基準」が特別支援学校だけ

にないことです。「設置基準」というのは、

「学校を設置するのに必要な最低の基準」で

あり、設置者はこの基準の「向上を図ること

に務めなければならない」とされています。

小学校の「設置基準」では、１２～１８学級

が「標準とする」とされ、それ以上は「過大

校」という扱いになり、新たな学校建設や増

設が検討されます。ところが、特別支援学校

では８０学級を超える学校があっても、普通

教室をカーテンで仕切ったり、特別教室をつ

ぶして普通教室に転用するなど、子どもと教

職員に負担を強いるだけで、学校の新増設は

進んでいません。

よって、歌志内市議会は、国及び政府に対

し、次の事項を実現するよう強く要請しま

す。

「特別支援学校の設置基準」を策定するこ

と。

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出いたします。

平成２８年９月９日

北海道歌志内市議会

提 出 先

文部科学大臣

──────────────────────

○議長（川野敏夫君） 意見書案第２２号林

業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充

実・強化を求める意見書案については、質疑

及び討論を省略し、直ちに採決したいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採

決することに決しました。

これより、意見書案第２２号について採決

をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、意見書案第２２号は、原案の

とおり可決されました。

意見書案第２３号特別支援学校の「設置基

準」策定を求める意見書案については、質疑

及び討論を省略し、直ちに採決したいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採

決することに決しました。

これより、意見書案第２３号について採決

をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、意見書案第２３号は、原案の

とおり可決されました。

閉会中の継続審査の申し出について

○議長（川野敏夫君） 日程第１３ 閉会中

の継続審査の申し出についてであります。

各委員長より、委員会において審査中の事

件について、会議規則第１０６条の規定によ

り、お手元に配付のとおり、閉会中の継続審

査の申し出があります。

お諮りいたします。

各委員長からの申し出のとおり、閉会中の

継続審査に付することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、各委員長から申し出のとお

り、閉会中の継続審査に付することに決定い

たしました。

閉 会 宣 告

○議長（川野敏夫君） これで、本日の日程

は全部終わりました。

以上をもって、今期定例会の会議に付議さ

れた事件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成２８年歌志内市議

会第３回定例会を閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

（午後０時０９分 閉会）



─ 106 ─

上記会議の顛末を記録し、その相違ないことを証するため、

ここに署名する。

歌志内市議会議長 川 野 敏 夫

署名議員 湯 浅 礼 子

署名議員 女 鹿 聡


